
事業終了日　：　2022年11月30日　24時

１．弊社の事業終了日について

（1）1日検針のお客さま

1日検針のお客さまは、事業終了日（2022年11月30日 24時）を以って弊社電力サービスの
ご提供を終了させていただきます。

事業終了日の翌日（2022年12月1日）以降にご契約満了日を迎えるお客さまのサービス提供終了日は、

下記（1）または（2）とさせていただきます。

大変お手数をお掛けいたしますが、同封している『電力サービスのご提供終了日について
（お知らせ）』にてサービス提供終了日をご確認ください。

２．事業終了日の翌日以降に契約満了を迎えるお客さまへ

10月検針日
（10/1  0時）

11月検針日
（11/1  0時）

サービス提供終了日
（＝事業終了日：11/30 24時）

9月検針日
（9/1  0時）

12月検針日
（12/1  0時）

（2）1日検針以外（計量日が2日～31日）のお客さま

1日検針以外（計量日が2日～31日）のお客さまは、11月計量日前日の24時を以って弊社
電力サービスのご提供を終了させていただきます。

(例)　計量日が毎月10日の場合

弊社電力サービスのご提供期間

10月計量日
（10/10  0時）

11月計量日
（11/10  0時）

サービス提供終了日
（11/9 24時）

9月計量日
（9/10  0時）

12月計量日
（12/10  0時）

事業終了日
（11/30  24時）弊社電力サービスのご提供期間



・契約切替に係る手続きの期間を十分に確保するため、2022年9月末日までに、他の小売電気
事業者への契約切替をご検討いただきますようお願いいたします。

・なお、他の小売電気事業者との契約が難しい場合でも、一般送配電事業者である東京電力パワー

グリッド株式会社によって提供される最終保障供給に申し込むことで、引き続き電気の供給を受け

ることができます。

・本書とあわせて、『電気需給契約廃止申込書』を同封しておりますので、必要事項をご記入いた
だき、ご捺印ください。また、契約切替に係る手続き等を円滑に進めるため、2022年9月末日までに、
返信用封筒にてご返送いただきますよう重ねてお願いいたします。

※既に『電気需給契約廃止申込書』をご提出いただいているお客さまは、本申込書の再提出は不要です。

大変お手数ですが、同封の申込書は破棄ください。

【参考URL】

◆登録小売電気事業者一覧（経済産業省  資源エネルギー庁)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/

◆最終保障供給契約について(東京電力パワーグリッド)
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/lr/index.html

３．弊社電力サービスのご提供終了にともなうお手続きについて

・本件に関するお問合せは、下記までご連絡ください。

【お問合せ専用ダイヤル】

0120-583-017   ［受付時間：平日9：00～17：30］
※はじめにご契約名義とお客さま番号（数字6桁）を確認させていただきますので、同封している

『電気需給契約廃止申込書』もしくは『電力サービスのご提供終了日について（お知らせ）』にて、

あらかじめご確認の上、お問合せください。

４．その他

■「【重要なお知らせ】弊社電力サービス事業の終了につきまして」（本書） １部

■「電気需給契約廃止申込書（提出用・見本）」 各１部

■「電力サービスのご提供終了日について（お知らせ）」 １部

5．送付書類


